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Ⅰ 事業計画の改定にあたって 

   
１ 事業計画の⽬的と位置づけ 
 
   「健康寿命⽇本⼀」を⽬標に掲げる本市では、スポーツ基本法第 10 条第 1 項に基づき、令和 5

年 3 ⽉に「第２期 市川市スポーツ推進計画」（以下︓推進計画）を策定し、『健康なからだと明
るい⼈間をつくるスポーツのまち いちかわ』という基本理念を掲げ、実現に向けて 4 つの基本⽬標と数
値⽬標を設定しています。 

「第⼆次事業計画」（以下︓本計画）は、推進計画に定める基本⽬標の達成に向け、具体的
な取り組みを設定し⽬標値を定めることによって、達成状況を可視化し、計画的に取り組むことを⽬的
に策定するものです。 

   本計画は、推進計画に定める基本理念の実現に向け、具体的な取り組みを⽰した実⾏計画を⽰
しています。 

   本計画の事業期間は、令和 8 年度から令和 10 年度までの 3 年間とします。 
 
 
 

 

 

10 年間 

本書で⽰す計画期間 



2 

 

2 事業計画策定の考え⽅ 
 

（1）事業計画の構成 
   基本計画において 4 つの基本⽬標を掲げ、それぞれ基本施策を設定するとともに、取り組みの⽅

向性を⽰しています。 
   事業計画では、この基本計画の施策毎に関連する実施事業を位置づけます。なお、実施事業に

は予算を伴わない取り組みや業務等も含めます。 
 
(2) 実施事業について 

   各実施事業は、年度毎に達成率を算出し、基本施策の達成状況を測定します。 
   なお、実施事業は、複数の基本施策にも関連することから、次ページに事業の⼀覧を掲載します。 
 

（3）新規事業について 
   年度途中で新規事業が追加になった場合は、既存事業と同様に進捗管理を⾏います。 
 

 
 

 
  
    

 
 
 

実施事業 
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Ⅱ 事業計画について 
 
1 第⼆次事業計画の実施事業 
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（2）事業計画の実施事業分類 ※太字は最も関連する事業 
 
【基本⽬標 1 ⼀⼈ひとりに適したスポーツ活動の推進と機会の創出】 
基本施策 取組内容 実施事業 
1 スポーツに親しむ

きっかけの創出 
健康増進イベントの企画・運営 スポーツ推進事業 

スポーツ協会補助⾦交付事業 
スポーツ推進委員活動事業 
市⺠スポーツ振興事業 
こども館運営事業 
妙典こども地域交流館管理運営事業 
市川市健康ポイント Aruco 
部活動地域指導者協⼒事業 
夢の教室関連事業 
部活動地域展開推進事業 
障がい者スポーツ推進事業 
総合型地域スポーツクラブ育成事業 
スポーツに関連する情報提供業務 
健康講演会事業 

競技スポーツイベントの企画・運営 
スポーツ関連イベントの企画・運営 

2 ⽬的に応じたスポ
ーツ活動の推進 

健康増進講習会等の企画・運営 スポーツ推進事業 
スポーツ推進委員活動事業 
市⺠スポーツ振興事業 
地域介護予防活動⽀援事業 
市川市健康ポイント Aruco 
部活動地域指導者協⼒事業 
部活動地域展開推進事業 
スポーツ競技⼤会出場賞賜⾦ 
総合型地域スポーツクラブ育成事業 
介護予防普及啓発事業 

競技スポーツ講習会等の企画・運営 
スポーツ関連講習会等の企画・運営 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3 ⼦どもの育成と 
体⼒向上の推進 

⻘少年のスポーツ活動⽀援 スポーツ推進事業 
こども館運営事業 
妙典こども地域交流館管理運営事業 
市川市健康ポイント Aruco 
部活動地域指導者協⼒事業 
夢の教室関連事業 
ヘルシースクール推進事業 
部活動地域展開推進事業 
スポーツ協定関連事業 
学校施設開放事業 
スポーツ推進団体補助⾦ 

学校体育の推進 

4 競技⼒の強化 国内外のスポーツ交流の推進 スポーツ協会補助⾦交付事業 
部活動地域指導者協⼒事業 
部活動地域展開推進事業 
⻘少年スポーツ国際交流事業補助⾦ 
スポーツ競技⼤会出場賞賜⾦ 
スポーツ指導者育成事業 

競技⼒向上に向けた講習会等の 
企画・運営 

5 パラスポーツ普及
の推進 

パラスポーツの推進 スポーツ推進委員活動事業 
市⺠スポーツ振興事業 
スポーツ競技⼤会出場賞賜⾦ 
障がい者軽スポーツ推進事業 

パラスポーツを通じた交流及び 
共同学習の推進 

 

【基本⽬標 2 スポーツの価値の向上による みるスポーツの推進】 
基本施策 取組内容 実施事業 
1 スポーツによる地
域の活性化 

トップアスリートやチーム等の誘致 スポーツ推進事業 
スポーツ推進委員活動事業 
市⺠スポーツ振興事業 
部活動地域指導者協⼒事業 
部活動地域展開推進事業 
障がい者スポーツ推進事業 
スポーツ協定関連事業 
公園施設維持管理事業 
学校施設開放事業 
総合型地域スポーツクラブ育成事業 

スポーツイベントにおける地域団体 
との連携 
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2 観戦の推進 スポーツ観戦イベントの企画・運営 スポーツ協定関連事業 
スポーツに関連する情報提供業務 

 
【基本⽬標 3 スポーツ活動を⽀える⼈材と環境の拡充】 
基本施策 取組内容 実施事業 
1 指導者の確保 

と育成 
市川市公認スポーツ指導者制度の推
進 

部活動地域指導者協⼒事業 
部活動地域展開推進事業 
スポーツ指導者育成事業 
総合型地域スポーツクラブ育成事業 

スポーツ指導者の育成 
指導者が活躍する場の確保 
⽣涯スポーツの指導者確保と育成 
総合型地域スポーツクラブ中核スタッフ
の育成 

2 拠点の拡充 スポーツ施設整備計画の検討・策定 スポーツ施設管理運営事業 
市⺠プール管理運営事業 
運動広場管理運営事業 
市⺠キャンプ場管理運営事業 
スポーツ施設等備品購⼊事業 
スポーツ施設整備改修事業 
北東部スポーツ施設整備事業 

スポーツ施設の新設・再整備 
地域空間の利⽤・活⽤ 

3 団体の拡充 総合型地域スポーツクラブの育成 スポーツ推進委員活動事業 
スポーツ推進団体補助⾦ 
総合型地域スポーツクラブ育成事業 

地域スポーツクラブの⽀援 
地域クラブ活動団体の設⽴ 

 

【基本⽬標 4 スポーツ情報の収集と発信】 
基本施策 取組内容 実施事業 
1 情報の収集 スポーツ関連情報の収集 スポーツ競技⼤会出場賞賜⾦ 

スポーツ協定関連事業 
スポーツに関連する情報提供業務 

2 情報の発信 スポーツ関連情報の充実 スポーツ協定関連事業 
スポーツに関連する情報提供業務 
介護予防普及啓発事業 
健康講演会事業 

スポーツ関連情報の発信 
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実施事業⼀覧 
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Ⅲ 事業内容① 

l   
 

 
  No.1 

No.2 
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Ⅲ 事業内容② 
 

No.3 

No.4 
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Ⅲ 事業内容③ 
  

No.5 

No.6 
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Ⅲ 事業内容④ 
  

No.7 

No.8 
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Ⅲ 事業内容⑤ 
  

No.9 

No.10 
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Ⅲ 事業内容⑥ 
 
  

14 

No.11 

No.12 
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Ⅲ 事業内容⑦ 
  

No.13 

No.14 
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Ⅲ 事業内容⑧ 
  

No.15 

No.16 
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Ⅲ 事業内容⑨ 
 

No.17 

No.18 
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Ⅲ 事業内容⑩ 
  

No.19 

No.20 
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Ⅲ 事業内容⑪ 
  

No.21 

No.22 
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Ⅲ 事業内容⑫ 
  

No.23 

No.24 
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Ⅲ 事業内容⑬ 
  

No.25 

No.26 
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Ⅲ 事業内容⑭ 
  

No.27 

No.28 
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Ⅲ 事業内容⑮ 

No.29 

No.30 
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Ⅲ 事業内容⑯ 
  

No.31 
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 Ⅳ 事業計画の進捗管理について 
 

1 事業計画の進捗管理 
 

（1）事業の進捗管理 
   事業計画は、毎年度点検し進捗状況を管理します。達成率は原則として「数値⽬標」の計画と実

績を⽐較し算出します。       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（数値⽬標） 

 
 
 
 
                 達成率＝実績 ／ 予定 × 100 
               この場合、R8 年度の達成率は 83% となる 
 

達成率を図るうえでの指標 
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2  事業計画の評価 
事業計画については、毎年度の進捗状況の確認を⾏うとともに、計画最終年度にはその結果をま

とめ実績報告を⾏います。また、実績報告は推進計画の評価基礎資料とし、推進計画の評価は
「第 2 期 市川市スポーツ推進計画 総合評価書」としてまとめます。 

    評価⽅法については、以下のとおりとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
事業計画に定める各数値⽬標について、達成率を算出するだけでなく、各基本⽬標の達成状況
等も鑑み、評価する。 
 
① 事業計画の指標評価 

（事業計画指標の達成率）＝（指標の実績）/ (各指標の数値⽬標) 
 
② 各基本⽬標の評価 

各基本⽬標の評価については、実施事業の達成率を基に算出した各施策の達成率を⽤い算
出する。 
また、評価点については以下のように設定する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 市⺠アンケート調査の実施 

市⺠アンケート調査の実施により、指標評価となるデータを収集し、市⺠ニーズの変化等を判定
する。 

【評価点】 
 
90 点以上〜︓A 評価 
80 点以上〜︓B 評価 
70 点以上〜︓C 評価 
〜70 点未満︓D 評価 

事 業 計 画 の 評 価 ⽅ 法 
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